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企
業
整
備
資
金
の
措
置
三
そ
の
浮
動
購
買
力
化
の
防
止
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整
備
資
金
は
、
政
府
支
桃
山
の
も
の
と
、
民
間
支
排
の
も
の
と
が
あ
る
。
と
の
企
業
整
備
資
金
は
、
そ
れ
が
浮
動
購
買
力
化
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
原
則
と
し
で
、
特
殊
決
内
と
い
ふ
方
法
に
よ
り
て
、
決
消
せ
ら
れ
る
己
と
に
な
っ
て
居
る
。
市
も
、

被
税
備
企
業
の
近
十
七
が
合
枇
怠
る
と
き
は
、
特
殊
決
怖
の
外
に
、
解
散
ま
た
は
減
資
K
針
し
て
制
限
が
附
せ
ら
札
、
叫
坦
徐
財
産
の
分

配
に
つ
い
て
も
泊
可
を
受
け
若
し
〈
は
制
限
が
加
へ
ら
れ
る
と
と
に
な
っ
て
居
り
、

ま
た
企
業
準
備
に
よ
り
共
助
金
、
退
職
手
首
、

交
付
金
等
が
支
悌
は
る
t
A

と
き
は
、
E
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
特
殊
決
済
が
行
は
れ
る
と
と
に
な
っ
て
居
る
。

-
要
す
る
に
、
企
業
税
備
資
金
の
措
置
と
し
て
は
、
そ
れ
が
也
ち
に
浮
動
脈
民
力
化
す
る
と
と
を
防
止
す
る
に
つ
い
て
は
高
金
の
策

が
市
ぜ
ら
れ
ず
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
・
そ
れ
は
、
「
出
ち
」
に
は
防
止
の
手
段
が
ム
対
さ
れ
て
は
居
る
け
れ
ど
も
。
「
結
局
」
陀
於
で
は

如
何
な
る
と
と
に
た
っ
て
居
呂
の
で
あ
ら
ろ
か

f

と
の
論
文
は
、
そ
の
貼
を
目
標
と
し
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

企
業
終
備
資
金
の
意
義

企
業
整
備
資
金
と
は
、
企
業
整
備
資
金
措
置
法
(
叫
下
時
稿
「
法
」
)
の
規
定
に
よ
り
、
企
業
整
備
の
た
め
に
用
ゐ
ら
る
h
資
金
の
と
と

で
あ
る
。
己
L

に
消
ふ
企
業
務
備
と
は
、
大
京
市
ム
磯
町
干
の
途
行
に
つ
き
、
我
が
閉
山
生
産
力
主
戦
力
増
強
に
集
中
す
る
た
め
に
、
企

企
業
設
備
持
金
位
措
世
と
そ
め
惇
曲
肱
買
か
化
の
防
止

匹I
五



企
業
整
備
資
金
白
措
世
と
そ
の
浮
動
購
買
力
化
白
防
止

業
設
備
乃
増
強
、
企
業
。
廃
止
若
し
く
は
中
止
、
ま
た
は
企
業
の
統
合
を
左
ず
と
と
を
指
す
(
企
業
控
備
黄
金
措
置
法
施
行
令

l
H下
略

四
六

稽
「
令
」

l
一}。

企
業
準
備
費
令
措
置
法
に
於
て
、
旦
円
相
的
に
、
企
業
整
備
費
金
τ
と
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
も
の
を
列
曲
帯
す
れ
ば
吠
の
如
〈
で
あ
る
。

、
企
業
整
備
に
闘
す
る
賀
直
設
備
の
買
取
若
し
く
は
引
受
の
代
金

通惨

二
-
企
業
整
備
の
た
め
に
す
る
脅
枇
合
併
の
場
合
に
於
け
る
合
併
交
付
金

、
企
業
整
備
の
た
め
に
す
る
株
式
ま
た
は
出
資
持
分
の
護
波
代
金

閥
、
企
業
整
備
の
た
め
に
解
散
し
た
る
合
枇
の
成
後
財
産
の
分
配
金

五
、
浅
日
什
捻
者
上
り
陣
授
業
者
へ
支
給
す
る
共
助
金
及
び
そ
れ
に
針

f
z
政
府
の
補
助
金

ハ
、
被
整
備
企
業
の
事
業
主
よ
り
湛
峨
従
業
者
へ
支
給
す
る
退
峨
金

七
、
政
府
よ
り
被
整
備
企
業
の
従
業
者
へ
支
給
す
る
生
所
援
助
費
及
び
休
業
手
常

八
、
安
産
設
備
の
買
取
若
し
〈
は
引
受
に
よ
り
て
、
涜
業
設
備
替
問
ま
た
は
閥
民
更
生
金
庫
の
被
り
究
る
損
失
に
謝
す
る
政
府
の

補
償
金

九
、
企
業
整
備
は
闘
し
、
融
資
を
命
ぜ
ら
れ
た
る
銀
行
ま
た
は
信
託
合
枇
が
被
り
た
る
損
失
に
封
ず
る
政
府
の
補
償
金
及
び
楠
助

金
一
O
、
政
府
の
支
出
す
る
金
銭
債
務
調
整
損
失
補
償
金

一
、
被
梁
備
業
者
が
資
産
設
備

ρ
譲
渡
に
よ
り
て
得
た
る
は
旧
樺
に
封
ず
る
政
附
の
一
万
利
保
誰
金

と
れ
ら
の
企
業
整
備
資
金
は
、

亡
れ
主
支
出
確
賓
と
晴
朗
定
さ
る
L
A

も
の
と
、
草
に
可
能
的
た
る
も
白
と
に
分
っ
と
と
が
出
来
る
。



そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
ま
た
、
各
々
政
府
支
出
に
か
h
h

る
も
の
と
、
民
間
支
出
陀
か
h
s

る
も
の
と
は
分
つ

E
と
が
出
来
る
。
今
岡
の

企
業
整
備
に
用
ゐ
ら
る
h
整
備
資
金
の
金
額
概
算
は
突
の
如
く
で
あ
る
。

〔

甲

〕

支
出
確
貨
と
橡
定
さ
る
ミ
も
白

ν、

政
府
支
出
資
金

設
備
替
圏
友
更
生
金
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に
封
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る
提
失
補
償
金
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生
活
援
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共
助
金
の
補
助
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0
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国
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従
業
者
生
所
援
護
費
及
休
業
手
首
補
助
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四
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0
0
0千
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有
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0
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入
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金
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購
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防
止
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企
業
整
備
賞
金
目
措
置
と
そ
の
浮
動
購
買
力
化
の
防
止
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忙
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刀
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支
向
可
棋
な
る
も
の
一

へ
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出
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政
的
特
殊
伯
入
金
、
山
務
者
特
殊
例
入
金
並
峨
時
金
融
金
斥
特
殊
借
入
金

の
元
利
保
設

三
、
五
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特
殊
民
金
、
特
殊
金
銭
信
託
取
扱
機
山
間
損
失
制
仇
及
び
柿
助
金
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損
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0
0
0
千
団
は
事
八
十
一
議
脅
に
酔
で
、
一
J
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O
、
0
0
0
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八
十
二
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時
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舎
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陥
封
を
耕
た
も
の
で
あ
る
。
〔
乙
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純
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〔
叩
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o
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週
報
一
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・
六
・
二
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と
れ
ら
の
企
業
務
備
一
託
金
は
、
特
別
段
る
方
法
に
よ
り
て
、
そ
の
支
排
が
決
済
せ
ら
れ
、
と
の
賛
金
は
特
別
段
る
措
置
を
受
け
る

こ
と
江
な
っ
て
居
る
。
寸
左
は
ち
、
企
業
整
備
費
令
措
置
法
陀
規
定
す
る
所
の
詞
は
ゆ
る
特
殊
決
済
な
る
も
白
と
れ
で
あ
る
。



特
殊
決
済
の
方
法

特
殊
決
怖
と
は
、
山
務
者
が
依
権
者
の
た
め
に
、

そ
の
支
挑
資
金
色
、
法
令
に
よ
り
一
定
の
期
間
引
山
川
ず
E
と
を
得
ざ
る
所
の
、

特
殊
円
以
金
、
特
殊
金
銭
信
託
、
債
務
者
特
殊
併
入
金
、
時
時
金
融
金
庫
特
殊
借
入
金
、
政
府
併
入
金
の
正
つ
の
う
ち
の
い
づ
れ
か
の

も
の
と
な
す
こ
と
に
上
っ
て
行
ふ
所
の
決
済
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
五
年
間
若
し
く
は
十
年
間
は
、
政
府
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
排
反
若
し
く
は
解
除
を
た
し
得
左
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
期
間
は
、
と
の
資
金
は
封
鎖
せ
ら
れ
る
己
と
と
左
り
浮

動
資
金
と
在
る
E
と
を
防
押
さ
得
る
の
で
あ
る
。

一
一
向
の
頂
入
金
制
一
口
丙
闘
以
上
で
あ
う
て
、
利
率
、
年
三
分
八
民
、
部
入
の
日
よ
り
五
年
間
を
預
金
期
間
と
去

し
、
そ
の
期
限
前
の
抑
尽
に
つ
い
て
は
、
命
令
の
定
む
る
所
に
よ
り
、
政
府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

特
殊
出
金
は
、

(
桂
・
三
7
1
、

大
読
者
告
示
ニ
九
八
挽
)

特
殊
民
金
に
よ
る
特
殊
決
済
は
、
債
務
者
が
、
そ
の
支
助
ふ
べ
き
金
額
を
、
政
附
D
指
定
す
る
銀
行
に
於
け
る
債
権
者
の
特
殊
預

金
と
し
て
預
け
入
る
る
と
と
に
上
っ
て
行
は
れ
る
。
十
左
は
ち
、
と
の
特
殊
頂
金
と
し
て
白
沸
込
を
な
す
E
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
債

務
が
決
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
法
六
・
1
1

特
殊
金
銭
信
託
は
、
そ
の
一
周
一
口
の
金
湖
、
利
率
、
期
間
、
及
び
期
限
前
の
排
反
の
制
限
等
、
す
べ
て
前
述
の
特
殊
頂
金
と
同

一
で
あ
る
。
債
務
者
が
、
政
仙
の
指
定
す
る
信
託
舎
枇
に
針
し
、
債
構
者
を
信
託
者
及
び
受
釜
者
と
す
る
所
の
特
殊
金
銭
信
託
を
左

す
こ
と
足
よ
っ
て
、
特
殊
決
怖
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。

山
川
務
者
特
殊
借
入
金
と
い
ふ
は
、
企
業
整
備
資
産
の
譲
受
代
金
を
そ
の
護
交
人
た
る
債
務
者
が
、
そ
の
譲
波
人
た
る
債
権
者
に
封

企
業
整
個
資
金
の
措
抵
と
そ
の
浮
動
購
買
力
化
白
防
止

四

九



企
業
整
備
賛
金
目
措
置
と
そ
の
浮
動
瞳
買
カ
化
の
防
止

五
O 

ず
る
自
己
の
併
入
金
と
注
し
た
る
も
の
で
あ
る
ー
と
の
併
入
金
を
以
て
す
る
特
殊
決
併
は
、
譲
受
代
金
を
、
と
の
借
入
金
に
振
替
へ

る
こ
と
に
上
っ
て
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。

債
務
者
特
殊
借
入
金
は
、
出
川
務
者
が
産
業
設
備
情
団
左
右
場
合
に
は
、
利
率
年
四
分
三
座
、
借
入
期
間
十
ヶ
年
、

一
問
の
借
入
金

領
一
口
一
寓
悶
以
上
で
あ
る
。
比
川
務
者
が
、
更
生
令
一
，
町
な
る
揚
ム
口
に
は
、
利
率
及
び
借
入
期
聞
は
、
右
と
同
巴
〈
、
た
だ
一
悶
の
借

入
金
制
一
口
一
千
闘
以
上
な
る
を
異
に
す
呂
。
山
川
務
者
が
そ
の
他
の
も
の
、
す
な
は
ち
、
民
聞
の
企
業
左
右
揚
合
に
は
、
利
率
は
そ

の
都
度
定
め
ち
る
t

誌
の
で
あ
る
が
、
借
入
期
間
は
、
ト
ケ
牛
、

一
同
一
目
白
金
額
一
再
幽
以
上
で
あ
る
(
告
示
二
九
三
。

戦
時
金
融
金
府
特
殊
借
入
金
と
い
ふ
は
、
整
揃
資
産
の
代
金
宜
、
債
務
者
が
戦
時
金
融
金
庫
に
梯
込
み
、
金
庫
が
こ
れ
を
債
権
者

に
射
す
る
金
庫
の
借
入
金
と
な
し
た
る
も
り
で
あ
る
つ
日
川
務
者
は
、

己
の
借
入
金
O
設
定
に
よ
り
特
殊
決
消
を
た
し
た
る
と
と
と
な

る
。
そ
の
利
率
は
年
四
分
三
煙
、
併
入
期
間
十
ヶ
年

一
同
一
口
の
金
額
一
高
闘
以
上
で
る
る
(
法
・
九
・
1
、
告
示
二
九
八
)
。

政
府
特
殊
借
入
金
と
い
ム
は
、
整
備
資
産
の
代
金
を
、
山
務
符
が
、
政
府
に
挽
込
九
時
、
政
府
が
、
と
れ
を
、
前
植
者
に
針
す
る
政

仰
の
川
川
入
A
M

と
な
し
た
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
借
入
金
の
設
定
が
、
務
備
資
金
の
決
仰
と
た
る
。
と
の
借
入
金
の
利
率
は
年
三
分
六

周

五

毛

、

矧

間

十

ヶ

年

、

と

の

利

率

は

、

関

債

利

廻

と

同

様

で

あ

っ

て

、

利

子

所

得

に

つ

い
て
も
、
岡
山
川
と
同
様
に
分
類
所
得
税
を
低
率
と
し
て
侵
泊
せ
ら
れ
る
と
と
に
な
っ
て
居
り
、

E
つ
政
府
は
特
殊
併
入
金
と
左
ず
金

一
同
一
口
白
金
額
三
高
岡
以
上
で
あ
る
。

額
に
つ
き
、
帝
国
議
合
の
協
賛
を
求
め
な
け
れ
ば
段
ち
ぬ
へ
臨
時
杭
枕
崎
佐
世
一
、
法
一
一
一
一
・
土
。

四

特
殊
決
済
の
遁
用

特
殊
決
凶
v
p
一
は
右
忙
通
ぶ
る
が
如
き
五
つ
の
方
法
に
よ
る
決
済
で
あ
っ
て
、

己
の
決
済
白
行
は
る
る
も
の
と
し
て
、
企
業
整
備
委



令
増
置
法
施
行
令
。
規
定
す
る
所
ほ
弐
の
如
〈
で
あ
る
。

一
、
-
企
業
整
備
に
闘
し
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
譲
渡
あ
り
た
る
と
き
@
但
し
一
件
の
金
額
三
寓
闘
未
満
た
右
も

D
E除
〈
。

二
、
湾
設
設
備
問
品
討
に
針
し
事
業
に
属
す
る
設
備
ま
た
は
権
利
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
譲
渡
あ
り
た
る
と
雪
。
但
し
一
件
の
金
額

高
四
川
未
満
な
る
と
き
を
除
く
。

三
、
前
慌
に
技
官
f
る
場
合
を
除
く
の
外
、
企
業
整
備
に
闘
し
事
業
に
局
す
る
設
備
ま
た
は
権
利
の
全
部
叉
は
一
部
の
譲
波
ま
た

は
牧
用
あ
り
た
呂
と
き

3

但
し
一
件
の
金
額
三
高
印
刷
未
満
友
る
と
き
を
除
く
。

問
、
資
本
金
(
出
資
総
額
、
時
金
総
額
主
た
は
問
費
糟
制
止
び
枯
金
綿
制
円
台
計
簡
を
剖
ふ
。
以
下
同
じ
)
百
寓
回
以
上
の
曾
枇
の
資
本
金
の
三

介
の
一
以
L
L

忙
栴
円
回
国
す
る
株
式
ま
た
は
出
資
の
品
分
の
斗
一
哉
波
あ
り
た
る
と
き
。

五
、
前
放
に
設
営
す
る
場
合
を
除
〈
の
外
、
企
業
繋
備
に
開
し
株
式
ま
た
は
間
資
の
持
分
の
譲
渡
あ
り
た
る
と
昔
。
但

L
一
件
白

金
額
一
高
周
未
満
在
る
と
昔
を
除
く
。

一、、
J
F
 

一
件
の
金
額
千
聞
を
超
ゆ
る
貨
綴
補
償
共
均
金
を
交
付
ず
る
と
き
。
但
し
千
回
以
下
の
部
分
を
除
〈
。

七
、
合
杭
の
合
併
(
脅
枇
が
法
令
に
依
り
市
該
陸
令
に
悲
き
て
設
立
せ
ら
る
る
他
の
法
人
と
錦
り
宝
た
は
之
に
晩
肱
せ
ら
る
る
場
合
を
合
む
)
に
件

ひ
株
主
ま
た
は
刷
員
等
に
到
し
合
併
交
付
令
-E交
付
す
る
と
き
。
但
し
首
該
株
主
ま
た
は
枇
員
等
の
受
取
る
へ
き
金
額
(
分
類
厨

得
砥
割
に
相
常
ず
る
金
額
を
控
除
し
た
る
碕
額
)
千
閲
未
満
な
る
と
き
及
び
分
類
所
得
税
額
に
相
官
す
る
部
分
を
除
〈
。

八
、
第
二
抗
及
第
三
就
に
該
営
ず
る
場
合
を
除
く
の
件
、
交
易
管
圏
、
そ
の
他
、
命
令
を
以
て
定
む
る
者
に
針
し
底
止
ま
た
は
休

止
し
た
る
事
業
に
局
す
る
費
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
D
譲
渡
あ
り
た
る
と
き
。
但
し
一
件
白
金
額
三
高
園
未
満
た
る
と
き
を
除

〈

企
業
整
備
黄
金
白
措
世
と
そ
の
浮
動
購
買
力
化
円
防
止

五



企
業
整
備
資
金
の
ほ
日
と
そ
の
浮
蛸
購
買
力
化
の
防
止

五

九
、
関
凡
更
生
金
庫
か
脚
業
ま
た
は
夜
来
を
話
す
尚
工
業
者
等
に
封
し
、
一
件
の
金
制
千
問
主
超
ゆ
る
究
会
の
融
過
を
矯
す
と
昔
。

但
し
千
悶
以
下
の
部
分
を
除
〈
。

五

企
業
整
備
資
金
の
調
達

企
業
整
備
資
金
は
、
品
川
遁
の
如
〈
、
政
府
資
金
を
以
て
支
排
せ
ら
れ
る
も
の
と
、
民
間
資
金
を
以
て
支
緋
せ
ら
れ
る
も
の
と
が
あ

る。
甲

政
府
資
金
を
以
て
支
耕
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
今
日
の
我
が
財
政
に
於
て
は
、
政
的
が
、
岡
債
を
裂
行
し
、
主
と
し
て
、

己

れ
を
日
本
銀
行
を
し
て
引
受
け

L
ぬ
、
そ
の
乎
取
金
を
日
本
銀
行
の
預
金
と
し
て
受
取
り
、
と
り
預
金
よ
り
支
捌
は
る
L

D
で
あ
る
。

ゆ
ゑ
に
、

E
の
突
金
は
、
民
俗
心
民
間
資
金
が
用
ゐ
ら
れ
る
の
一
で
は
な
〈
、
言
は

N
L

、
政
府
の
創
作
す
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被

法
ん
備
走
者
た
る
こ
の
資
金
の
受
領
者
は
、

と
の
企
業
叫
恐
怖
に
よ
り
、
非
貨
幣
的
財
南
を
.
俄
か
に
、
貨
幣
化
す
る
の
結
果
と
た
る
D

?
あ
る
。
企
業
整
備
資
金
が
、
浮
動
資
金
化
ず
る
の
閥
係
は
、

己
の
政
府
資
金
を
以
て
、
整
備
資
金
が
支
排
出
屯
ち
る
L
A

揚
合
に
あ
る

の
で
あ
る
。

〆

企
業
種
備
資
金
D
浮
動
資
金
化
の
問
題
は
、
正
に
己
の
政
府
支
燐
の
場
合
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
、
主
と
し
て
、
之
の
方

函
を
遁
ベ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
順
序
と
し
て
、
民
閣
支
排
の
揚
合
に
つ
い
て
も
、

一
一
熔
の
流
明
を
し
て
置
か
-
な
け
れ
ば

左
ら
由
。

乙

民
間
資
金
を
以
て
支
排
せ
ら
る
h

揚
合
に
は
、
(
一
)
任
意
調
漣
の
揚
合
と
、
(
二
)
金
融
統
制
的
な
方
法
と
し
て
の
斡
旋
に

上
る
揚
合
と
、
(
三
一
)
融
資
命
令
に
よ
る
揚
合
と
、
(
阿
)
株
式
交
付
に
よ
る
揚
合
と
に
分
っ
て
観
察
し
友
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。



h -) 

整
備
資
金
支
擁
者
山
町
、
E
D
資
金
を
任
意
に
調
達
す
る
揚
合
に
は
、
(
い
〕
整
備
資
金
支
梯
者
と
そ
白
受
領
者
と
が
、
悶
一

銀
行
の
取
引
先
で
あ
っ
て
、
間
前
者
白
頭
金
が
引
出
さ
れ
て
、
後
者
に
支
携
は
る
h
揚

A
?と
、
問
前
者
が
そ
の
銀
行
よ
り
貸
付
を
受

け
で
こ
れ
を
支
出
川
に
充
て
る
場
合
と
が
あ
る
。
己
の
場
合
に
於
て
は
、
支
榊
は
決
神
せ
ら
る
L
け
れ
ど
も
、

こ
れ
に
用
ゐ
ら
れ
る
資

金
は
常
設
銀
行
陀
依
然
情
ま
り
、
品
川
凶
該
銀
行
資
金
且
止
に
何
等
の
唆
化
も
超
ら
な
い
。
た
ピ
、
己
れ
目
用
ゐ
ら
れ
た
る
資
金
が
、
特
殊

質
金
と
な
る
の
結
果
と
し
て
、
銀
行
は
、

己
の
預
金
の
沸
旧
民
が
許
可
せ
ら
れ
ざ
る
限
り
、
五
ヶ
年
間
.
沸
市
川
を
考
慮
寸
る
の
要
注
〈
、

従
っ
て
、
と
れ
に
針
し
て
は
、
支
出
師
準
備
金
を
用
註
す
る
己
と
在
く
し
て
、
運
用
に
供
す
る
己
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

ろ

確
備
資
金
支
悌
者
と
そ
の
交
領
者
と
が
、
異
る
銀
行
の
取
引
先
た
る
場
合
に
於
て
、
向
調
金
を
以
て
支
排
は
れ
、
若
し
〈

ば
、
間
貸
付
主
交
け
た
る
資
金
主
以
て
支
沸
は
れ
た
る
場
合
に
於
て
は

一
つ
銀
行
の
資
金
が
他
の
銀
行
に
移
入
ず
る
と
と
ι
f
な
り

前
者
の
運
用
資
金
が
減
少
し
て
、
後
荷
の
そ
れ
が
増
加
す
る
と
と
h
な
る
。
而
も
、
後
者
は
、
五
ヶ
年
間
叫
出
さ
れ
る
乙
と
な
〈
且

つ
支
燐
準
備
を
要
せ
ざ
る
運
用
資
金
を
も
っ
と
い
ふ
優
位
の
地
位
に
立
っ
と
と
L

た
る
。
右
も
、
と
の
場
合
に
於
て
は
増
加
預
金
白

ハ
知
見
山
一
品
は
悶
伏
買
入
陀
芳
つ
る
己
と
が
勧
奨
せ
ら
れ
る
。

岡
民
更
生
金
府
、
ま
た
は
、
産
業
設
備
容
図
が
整
備
資
金
の
支
挽
人
た
る
場
合
に
於
て
は
、
(
い
)
園
民
吏
生
金
庫
ま
た
は

産
業
出
品
備
州
市
A
岡
田
に
於
け
る
そ
れ
白
ら
の
債
務
者
特
殊
借
入
金
と
在
る
揚
合
に
は
、
資
質
的
た
る
資
金
移
動
の
問
題
は
起
ら
た
い
。
然

し
(
ろ
)
己
の
民
金
が
、
旭
の
金
融
機
山
酬
の
特
殊
民
金
、

ま
た
は
、
特
殊
金
銭
信
託
と
友
る
場
合
に
於
て
は
、
金
庫
ま
た
は
替
闘
は
、

金
制
令
一
一
峨
統
制
曾
の
斡
旋
に
よ
り
て
こ
れ
を
調
達
す
る
。
然
る
揚
合
に
於
て
は
、
費
金
移
動
の
結
果
は
、
前
惑
の
(
一
)
(
る
)
と
同
様

で
あ
る
。
士
た
、
商
業
設
備
品
百
閣
が
取
扱
ム
揚
合
に
於
て
、
特
殊
決
怖
が
沼
周
せ
ら
れ
た
い
所
の
三
高
回
以
下
の
場
合
に
は
、
産
業

設
備
管
圃
債
務
を
強
行
し
全
国
金
融
統
制
曾
の
斡
旋
に
よ
り
、
銀
行
、
信
託
舎
一
川
等
に
引
受
付
し
め
て
、

E
の
資
金
主
調
建
支
携
す

企
業
整
備
費
生
の
措
置
と
そ
の
梓
劉
購
買
力
化
の
防
止

= 
豆五



企
業
整
備
費
金
町
措
置
と
そ
の
浮
動
購
買
力
化
の
防
止

三
五
回

る
の
で
あ
る
。

己
の
場
合
陀
於
て
も
、
資
金
移
動
の
結
県
は
、
(
二
(
ろ
)
に
同
じ
。
更
生
金
庫
が
取
扱
ふ
場
合
に
於
て
、
特
殊
決
桝

が
週
間
ぜ
ら
れ
な
い
所
の
一
千
凶
以
下
(
質
問
的
結
川
市
と
し
て
は
一
千
一
百
間
以
下
)
の
場
合
に
は
、
モ
白
所
要
制
を
取
踏
め
て
、
こ
れ
ま

た
、
銀
行
ま
た
は
信
託
合
枇
が
組
織
す
る
融
資
聞
に
於
て
融
資
を
な
し
、
後
に
、
更
生
金
庫
偵
察
主
張
行
し
て
己
れ
を
引
受
け
し
む

乙
己
と
h
h

な
る
。
ゅ
ゑ
に
己
の
場
合
に
於
て
も
、
資
金
移
動
の
結
果
は
、
(
一
一
(
ろ
)
に
同
じ
で
あ
る
。

務
揃
資
金
支
挽
人
よ
り
貸
付
の
請
求
を
受
け
た
る
銀
行
が
、
己
の
融
通
資
金
を
持
ち
合
は
さ
な
い
か
、
整
備
資
金
支
搬
入
が
融
通

を
受
け
得
る
銀
行
を
見
出
し
得
な
い
と
き
は
、
金
融
統
制
舎
を
泊
じ
て
、
モ
の
一
時
旋
に
よ
り
、
特
定
の
銀
行
に
針
し
て
、
己
の
義
金

の
融
通
を
な
ナ
ペ
雪
こ
と
が
指
導
せ
ら
れ
る
。
と
の
場
合
に
於
け
る
資
金
移
動
の
結
川
市
も
こ
)
(
る
)
に
同
じ
で
あ
る
。

特
殊
決
怖
が
銀
行
に
於
け
る
特
殊
引
似
合
と
し
て
行
は
る
i
h

揚
合
に
於
て
、
政
府
が
必
要
あ
り
と
認
め
た
る
と
き
は
、
命
令

の
定
む
る
所
に
よ
り
、
そ
の
銀
行
に
封
し
、
特
殊
引
金
と
な
す
に
必
要
左
る
資
余
の
融
通
を
注
す
ペ
昔
こ
と
を
命
宇
る
こ
と
が
出
来

る
{
法
・
六
・
3
)
。
こ
れ
が
融
資
命
令
に
ど
る
整
備
資
金
の
調
法
で
あ
る
。
然
し
左
が
ら
、
現
在
の
取
扱
叫
と
し
て
は
、

か
L
る
融
資

命
令
は
用
ゐ
ら
れ
十
に
、
首
設
金
融
機
関
に
針
し
て
融
資
の
指
導
が
行
は
れ
る
と
と
に
友
っ
て
居
る
。
己
の
揚
合
に
於
け
る
資
余
移

動
の
結
果
は
、
前
池
山
(
二
(
い
)
に
同
じ
。

問

整
備
資
金
O
支
悌
に
代
へ
て
、
株
式
の
交
付
が
行
は
れ
る
と
き
は
、
資
金
移
動
。
問
越
は
起
る
と
と
は
な
い
。
己
の
揚
合

は
於
て
、
株
式
。
交
付
は
榊
資
新
株
の
殻
行
交
付
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。
而
し
て
‘
と
の
増
資
は
.
任
意
に
行
は
る
L
と
と
が
あ
り
、

士
た
必
要
あ
る
と
き
は
、
政
府
が
E
D
目
的
の
た
め
に
増
資
を
命
令
す
呂
と
と
が
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
己
D
方
法
に
よ
る
決

持
に
於
て
は
、
資
余
移
動
の
問
題
は
超
ら
な
い
。



ー‘F，、
被
整
備
業
者
の
受
け
た
る
整
備
資
金
一

被
地
に
備
企
業
の
ず
、
主
は
、
個
人
た
る
己
と
が
あ
り
、
命
似
た
石
と
と
が
あ
る
。

個
人
た
る
被
整
備
企
業
の
業

k
が
、
除
外
金
制
以
上
の
秩
備
資
金
の
支
捌
bw一
受
け
た
る
と
昔
は
、
そ
れ
は
特
殊
決
済
に
附
せ
ら
れ

る。
被
税
備
企
業
の
業
主
が
合
刷
た
る
場
合
に
於
て
は
、
格
備
資
金
の
浮
動
化
を
防
止
す
る
た
め
に
三
段
の
方
法
が
と
ら
れ
て
居
る
。

す
友
は
ち
、
そ
の
第
一
段
は
、
特
殊
決
怖
に
附
せ
ら
れ
る
己
と
で
あ

ρ
で
、
己
れ
は
、
個
人
の
揚
合
と
異
る
所
は
な
い
。
た
ピ
命
日
此

の
場
合
に
あ
り
で
は
、
第
二
段
と
し
て
張
備
の
結
川
市
、
事
業
を
廃
止
し
ま
た
は
休
止
す
る
に
至
る
場
合
に
備
へ
、
盤
備
忙
よ
り
合
此

が
、
そ
の
ト
作
立
目
的
を
犬
ひ
、
解
散
を
な
し
、
残
徐
財
局
主
株
主
に
分
配
す
る
に
主
る
揚
ム
口
の
措
置
が
定
め
ら
れ
て
居
る
。
ず
な
は

ち
、
解
枕
し
た
る
と
き
は
、
此
l

備
資
金
は
、
叫
間
一
除
財
産
の
分
配
と
し
工
、
個
人
た
る
株
主
の
手
に
波
り
、
浮
動
資
金
と
な
る
が
ゆ
ゑ

に
、
こ
れ
に
到
す
る
措
置
と
し
て
、
措
世
法
は
、
命
H

利
の
解
散

ι
針
し
て
制
限
を
附
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
換
話
す
れ
ば
、
安
本
金

じ
十
五
市
内
間
以
上
の
合
枇
が
金
法
整
備
に
よ
り
、
解
散
す
る
場
合
に
は
、
政
山
川
の
認
可
を
裂
す
と
な
し
(
法
、
一
七
・
1
、
則
、
凹
七
・
1

1

圭
た
‘
資
本
金
つ
H

国
阻
以
上
の
品
門
川
仰
は
、
他
の
法
令
の
規
定
の
如
何
に
拘
は
ら
干
、

γ
引
立
時
期
の
満
了
、
そ
の
他
定
款
忙
定
め
た
る

解
散
事
山
の
技
生
に
上
つ
て
は
解
散
せ
ヤ
と
規
定
し
て
居
る
(
法
、

一
0
・2
、
則
、
問
九
・
2
)
。
而
し
で
、

と
れ
ら
の
場
合
陀
於
て
.
政

山川は
v
と
れ
ら
の
合
此
に
針
し
、
日
的
若
し
く
は
作
立
時
期
、
そ
の
他
解
政
事
山
に
闘
し
、
定
款
の
縫
更
を
命
じ
、
ま
た
は
合
刷
を

継
続
す
べ
守
己
と
を
命
や
る
と
と
が
向
来
る
(
怯

一八)。

企
業
株
備
に
よ
る
事
業
の
山
阻
止
ま
た
は
休
止
が
、
解
散
に
宝
石
程
度
で
な
き
揚
合
に
於
て
も
、
合
一
刷
が
資
本
減
少
を
な
す
と
き
は

企
業
整
備
資
金
円
借
ほ
と
そ
の
坪
劫
臨
買
力
化
円
附
止

一Jt
五



企
業
務
備
完
全
円
借
世
と
そ
町
浮
到
購
買
力
化
の
防
止

一
五
六

比
L

備
資
金
の
浮
動
化
陀
闘
し
で
は
、
併
欣
の
場
合
陀
於
け
る
と
同
様
の
廿
川
県
を
見
る
己
と
L

誌
な
る
。
ゆ
ゑ
に
、
措
置
法
は
、
資
本
の

減
少
に
つ
い
て
も
、
政
府
は
制
限
を
加
へ
る
E
と
が
出
来
る
こ
と
に
在
っ
て
居
る
の

己
れ
ら
の
解
放
及
び
減
資
の
制
限
が
、
第
二
段
の
措
置
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
段
。
措
置
は
、
解
散
が
承
認
せ
ち
れ
た
る
後
陀

於
け
る
残
除
財
曜
の
底
分
に
閲
ず
る
己
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
碕
徐
財
躍
の
分
配
は
、
金
銭
以
外
の
も
の
を
以
て
、

と

れ

を
た
す
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
己
し
し

it
清
算
人
は
、
財
庄
の
時
償
、

そ
の
他
の
山
随
分
、
及
び
磁
徐
財
産
の
分
配
に
つ
き
裁
判
所
の

詩
可
を
交
け
ι
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
裁
判
所
は
と
れ
比
っ
き
、
そ
の
浮
動
化
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
在
る
命
令
を
友
す
と
と
が
出
来

る
と
し
た
と
と
で
あ
る
(
昔
、
一
三
一
・
1
・2
・3
Y

七

整
備
資
金
封
鎖
の
例
外

金
主
相
官
備
資
金
は
、
右
に
遁
ベ
た
る
知
〈
、
特
殊
決
怖
を
以
て
府
川
と
な
し
、
被
整
備
企
業
の
業
巨
が
合
枇
な
る
と
き
は
、
更
に

解
放
減
資
の
制
限
、
及
び
残
徐
財
庄
の
庖
分
等
の
制
限
な
ど
を
以
て
、

E
れ
が
浮
動
化
ず
る
こ
と
に
針
し
、
封
鎖
の
方
法
主
以
て
防

止
す
る
E
と
に
在
っ
て
居
る
。
ゆ
ゑ
に
、

E
の
範
囲
に
於
て
は
、
盤
備
資
金
は
、
個
人
的
在
る
浮
動
肱
民
力
と
在
る
と
と
が
防
止
せ

ら
れ
て
居
る
と
見
て
差
支
へ
は
左
い
。

然
し
左
が
ら
、

己
れ
ら
の
措
置
に
封
し
て
は
、
四
つ
の
例
外
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
金
額
に
よ
る
除
外
で
あ
り
、
第
二
は
、
事

情
に
よ
る
除
外
で
あ
り
、
第
三
は

一
度
特
殊
決
消
と
左
り
た
る
も
の
k

解
除
で
あ
り
、
第
四
は
、
特
殊
決
怖
に
附
せ
ら
れ
た
る
資

金
の
一
議
波
ま
た
は
控
保
に
供
せ
ら
れ
る
己
と
で
あ
る
。

第
↑
の
合
額
に
よ
る
除
外
は
、
既
に
述
ベ
売
る
如
く
、
場
合
に
よ
り
、
=
一
世
間
同
以
下
、
若
し
く
は
一
千
間
以
内
の
も
の
で
あ
る
。



但
し
と
の
場
合
に
於
て
も
、
前
者
の
場
合
に
あ
り
で
は
、
臨
時
資
金
調
整
法
に
よ
り
そ
町
一
八
割
以
上
を
以
て
園
債
を
買
入
れ
る
己
と

と
な
り
、
後
者
の
場
合
に
於
て
は
、

二
割
は
閥
債
を
以
て
、
八
割
は
訓
令
を
以
て
排
渡
さ
る
t
h

己ム」
L

な
っ
て
居
て
、
更
に
、
己
の

資
金
の
浮
動
化
防
止
の
手
段
が
と
ら
れ
て
居
る
。

第
二
の
、
事
情
に
よ
ろ
除
外
と
い
ふ
は
、
突
の
揚
合
に
は
、
特
殊
決
怖
が
泊
悶
せ
ち
れ
な
い
と
と
で
あ
る
。
{
施
行
規
則
七
)

一
、
開
業
設
備
借
問
、
同
氏
更
生
命
斥
主
た
は
帝
岡
餓
業
開
致
株
式
合
制
よ
り
、
事
官
に
川
崎
す
Z
設
備
ま
た
は
挫
利
の
全
部
士
た

は
一
部
の
譲
渡
あ
り
た
る
と
き

一
一
、
特
別
の
法
令
に
上
り
設
立
せ
ち
れ
た
ろ
法
人
の
株
式
ま
た
は
川
資
の
持
分
の
議
沌
あ
り
た
る
と
き

=
一
、
日
本
設
券
取
引
所
法
一
札
よ
る
有
官
室
市
場
に
於
け
る
山
首
取
引
に
よ
り
株
式
の
諜
は
あ
り
た
る
と
き

問
、
銀
行
、
信
託
合
枇
、
保
険
命
刷
、
無
主
命
川
刷
、
戦
時
全
組
合
席
、
日
本
銃
器
取
引
所
、
設
券
引
交
品
町
枇
、
ま
た
は
有
限
説
家

才
、
者
よ
り
株
式
ま
た
は
出
資
の
持
分
の
譲
渡
あ
り
た
る
と
き

五
、
臨
時
資
金
調
税
法
第
十
五
僚
の
五
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
地
き
株
式
の
諜
波
あ
り
た
る
と
き

六
、
令
第
一
保
第
六
枕
ま
た
は
第
九
波
の
場
合
に
於
て
子
同
主
超
ゆ
る
部
分
が
、
法
第
十
一
旅
の
規
定
に

4
り
犬
山
州
犬
引
の
定
む

る
特
殊
閉
山
金
ま
た
は
特
殊
金
銭
信
託
の
一
向
の
似
入
ま
た
は
信
託
の
金
制
の
限
度
に
湖
た
ざ
る
と
を
一

七
、
大
蔵
六
回
及
刊
日
商
工
大
臣
の
指
定
「
呂
場
合
に
設
営
す
る
と
き

八
、
前
各
蹴
の
場
合
の
外
、
↓
へ
城
大
臣
及
び
商
工
大
臣
の
汗
可
あ
り
た
る
と
き

己
れ
ら
の
各
揚
合
陀
は
、
整
備
資
金
は
特
殊
決
怖
に
よ
ら
宇
し
て
支
掛
は
れ
る

第
三
の
、
解
除
の
場
合
と
い
ム
は
、

+
1
0
如
く
で
必
る
。

企
業
整
備
資
金
の
惜
世
と
そ
白
浮
動
購
買
力
化
の
防
止

五
七



企
聖
雄
備
禿
金
円
借
位
と
そ
の
浮
到
購
買
力
化
の
防
止

正

八、

一
、
間
授
業
者
の
生
活
資
金
に
芳
つ
る
た
め
必
姿
在
る
場
合
、

ま
た
は
的
活
資
金
に
充
首
ず
る
揚
合

二
、
常
詰
企
業
帥
世
備
に
闘
す
る
租
枕
公
課
の
納
付
に
古
川
市
ず
る
場
合

三
.

A

仙
波
A
r
業
種
備
に
閥

L
、
従
業
#
刊
の
逗
職
千
官
、
給
料
等
ワ
支
抑
の
た
め
必
嬰
あ
る
場
合

問
、
企
業
精
備
の
た
め
政
府
の
方
針
に
従
ひ
、
他
の
ん
叶
川
川
れ
の
株
式
の
取
得
に
定
日
ず
る
場
合

五
、
株
式
の
第
二
同
以
後
の
捌
込
に
青
山
仇
す
る
場
合

六
、
資
金
調
韓
法
ま
た
は
事
業
法
等
『
よ
り
詐
可
さ
る
べ
き
設
備
の
新
設
、
抗
張
、
改
良
等
の
た
め
、
資
金
を
必
要
と
す
る
揚
合

七
、
既
存
債
務
の
緋
消
に
充
常
す
る
場
合

と
れ
ら
の
件
場
合
に
於
て
ほ
、

一
門
川
一
、
特
殊
決
仰
と
た
れ
る
資
令
が
解
除
せ
ら
れ
る
(
一
八
・
七
・
一
・
七
六
朝
)
。
す
左
は
ち
、
出
抑
辰
吉

た
ほ
閉
山
還
の
明
間
的
制
限
が
消
滅
し
て
、
何
時
に
て
も
悌
反
さ
れ
ま
た
は
仇
港
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
は
、
特
殊
決
神
債
惟
(
資
金
)
の
譲
渡
ま
た
は
捨
保
に
よ
る
封
鎖
、
の
解
除
で
あ
る
。
ず
な
は
ち
、
政
府
の
認
可
あ
る
と
き
は
、

政
府
の
指
定
す
る
金
融
機
酬
は
特
殊
決
桝
債
捕
を
混
交
け
、
ま
た
は
己
れ
を
捻
保
と
し
て
貸
付
を
行
は
ね
ば
な
ら
由
(
陸
、
十
四
・
2
)
。

然
る
と
き
は
封
鎖
資
金
は
白
出
資
金
化
ず
る
と
と
人
た
る
。

A 

整
備
資
金
封
鎖
の
処
果

右
に
遁
べ
た
る
と
こ
る
は
、
企
業
整
備
資
金
の
升
鎖
措
世
の
出
世
慨
で
あ
る
。
と
れ
に
よ
り
て
明
ら
か
在
る
と
と
は
、
己
の
資
金
が

政
府
の
支
排
に
か
、
る
も
の
た
る
と
、
民
間
の
支
排
に
か
L
る
も
の
た
る
と
を
聞
は
や
、
金
額
上
よ
り
特
殊
決
怖
が
除
外
せ
ら
れ
た

る
範
凶
内
の
令
禰
に
し
て
、
開
白
川
見
交
が
要
ポ
ぜ
ら
れ
ざ
る
も
の
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
、
個
人
的
に
浮
動
資
金
化
す
る
と
と
が
肪



止
せ
ら
れ
て
居
る
ム
」
い
ふ
と
u
と
で
あ
る
。

E

O
幅
四
り
に
於
て
は
、
と
の
企
業
整
備
資
金
情
置
な
る
も
の
は
、
整
備
資
金
の
浮
動
勝
目
民

力
主
化
ず
る
E
と
を
防
p
m
目
的
を
濯
し
た
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
在
ら
ぬ

3

更
に
、
民
間
文
勝
の
も
の
が
己
の
関
係
に
於
て
、
園

債
の
保
K

刊
に
芳
江
せ
ら
れ
た
る
隈
り
に
於
て
は
、
民
間
の
角
川
治
資
金
が
、
企
業
供
怖
資
金
と
た
り
た
る
己
と
に
よ
り
、

政
府
に
吸
収

せ
ら
れ
、

そ
れ
だ
け
デ
フ
レ
的
役
旧
市
を
高
晴
ら
す
も
の
と
一
一
一
同
は
な
け
れ
ば
た
ら
向
。

然
し
な
が
ら
、
こ
の
企
定
格
備
資
金
が
、
前
述
内
卦
鎖
的
措
置
に
よ
り
、
浮
動
時
民
力
化
ず
る
己
と
を
防
止
せ
ら
れ
る
の
は
、
被

崎
品
情
王
者
の
立
場
に
於
て
の
み
で
あ
る
。
金
融
機
闘
の
側
に
於
て
は
、

こ
の
資
金
が
、
特
殊
別
会
、
特
殊
金
銭
信
託
等
と
た
り
た
る

己
と
は
、

己
れ
に
何
等
の
制
約
を
加
へ
る
も
の
で
は
泣
い
。

と
れ
ら
は
、
や
は
り
、
預
金
と
し
て
、
士
た
は
信
託
資
金
と
し
て
、
他

乃
明
金
、
他
の
信
託
資
金
と
同
様
に
、

い
在
、

f

九
ヶ
年
間
川
ば
悌
一
肢
を
要
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
、
支
梯
準
備
の
制
約
よ
り
解
放
せ
ら
れ

て
、
己
れ
を
資
金
と
し
て
利
用
す
る
と
と
を
件
ろ
の
で
あ
る
。
尤
も
、
個
々
の
銀
行
ま
た
は
信
託
合
枇
に
於
て
は
、

一
定
期
聞
に
於

け
る
増
加
川
金
若
し
く
は
増
加
官
託
資
金
は
、
そ
の
一
定
訓
合
を
岡
山
保
有
忙
充
つ
べ
き
己
と
が
勧
奨
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

貸
出
資
金
と
し
て
利
用
し
得
る
の
は
、

E
の
岡
的
保
有
に
充
常
せ
ら
れ
た
る
叫
衣
服
部
分
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
陀
、

E
の
特
殊
民
金
ま
た
は

特
殊
金
銭
信
託
の
資
金
が
、
民
間
資
金
に
上
っ
て
支
併
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
と
き
は
、

一
つ
の
金
融
機
捌
よ
り
他
白
金
融
機
闘
に

移
動
し
た
る
部
分
の
う
ち
図
的
保
有
に
古
て
ら
れ
た
る
純
国
陀
於
て
、
む
し
ろ
、
民
閣
の
産
業
資
金
に
減
少
を
来
さ
し
む
る
結
果
と

在
ろ

1
i
i
モ
れ
は
、
現
資
陀
於
て
は
、
殆
E
慢
少
で
あ
る
。
然
し
も
ι
が
ら
、
と
の
資
金
が
、
政
府
支
惜
酢
の
も
の
在
る
と
き
は
、
金
融

機
関
に
於
て
園
出
川
保
有
陀
吉
正
て
ら
れ
た
る
残
僚
の
金
制
だ
け
、
民
間
間
業
費
金
と
し
て
、
銀
行
ま
た
は
信
託
品
開
枇
の
利
用
し
得
る
額

が
増
加
せ
ら
れ
だ
楕
岡
市
と
在
る
。
亡
、
に
、
と
の
企
業
整
備
汗
一
金
が
、
浮
動
資
金
化

f
z
経
路
が
あ
る
E
と
h
な
る
。

丙
業
資
金
は
、
環
法
的
に
活
動
す
る
の
結
果
は
、
結
局
に
於
て
、
す
べ
て
、
給
料
、
曲
目
賃
陀
分
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
滑
資
金

企
業
整
備
費
金
の
措
置
・
と
そ
の
浮
動
臨
買
力
化
の
防
止

=
一
王
丸



企
業
整
備
資
金
の
惜
世
と
そ
の
浮
到
購
買
力
化
m
防
止

、

六
O 

と
た
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
に
、
特
殊
決
桝
と
い
ふ
似
る
巧
妙
左
右
併
世
に
仰
は
ち
十
、
企
業
務
備
資
金
が
政
府
支
排
に
か
t
s

る
と

き
は
そ
れ
が
結
局
に
於
て
、
岡
伯
消
化
に
充
て
ち
れ
た
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
迭
に
は
、
個
人
的
な
る
生
新
資
金
と
友
り
て
、

生
前
資
材
。
窮
迫
と
関
聯
し
て
、
浮
動
資
金
と
た
る
と
と
を
防
ぐ
己
と
は
問
来
左
い
。

l
l民
間
資
金
が
、
企
業
整
備
資
金
に
支
排

せ
ら
れ
た
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
モ
れ
が
、
結
局
忙
於
て
、
個
人
的
な
る
生
前
資
金
と
な
る
己
と
は
同
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
れ

は
、
企
業
推
備
資
金
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
や
と
も
、
然
石
聞
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
企
業
課
怖
そ
の
己
と
が
、
個
人
的
生
品
川
安
金

従
っ
て
ま
た
浮
動
資
金
を
増
加
す
る
の
倒
係
と
は
た
ち
在
い
。

金
主
磐
備
資
金
が
、
政
山
支
排
に
か
L
る
と
き
は
、
特
殊
決
怖
の
方
法
が
用
ゐ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
右
陀
述
ぷ
る
が
如

〈
、
金
融
機
刷
の
資
金
と
な
り
、
そ
れ
が
同
世
保
有
に
支
て
ら
る
L
も
の
を
除
い
て
は
、
貸
川
と
い
ふ
金
融
手
段
の
を
経
過
す
る
所

立
品
川
絞
路
を
と
る
け
れ
ど
も
、
結
局
に
於
て
は
、
個
人
的
な
る
生
前
資
金
と
た
る
も
の
で
あ
る
。
然
H
4
に
、
特
殊
決
怖
に
は
、
前
鴻
一

の
如
吉
、
問
つ
の
例
外
が
あ
る
。
己
れ
ら
の
例
外
ム
」
し
て
、
除
外
若
し
〈
は
、
解
除
せ
ち
れ
た
る
資
金
は
、
か
h
る
一
ヰ
曲
経
路
を
経

る
こ
と
な
く
、
或
は
崎
業
資
金
と
し
て
働
き
て
後
、
或
は
、
市
4
4
資
金
と
な
る
と
と
た
〈
山
ち
に
、
個
人
的
生
前
資
金
と
な
る
は
明

ち
か
で
あ
右
。
己
の
揚
合
に
於
て
も
、
民
間
経
金
が
整
備
資
金
と
左
れ
る
と
き
は
栴
別
に
、
己
の
生
前
資
金
D
増
加
と
な
る
課
で
は

な
い
が
、
政
府
資
金
が
、
と
れ
に
問
ゐ
ら
れ
た
る
ム
」
曹
は
、
そ
れ
だ
け
生
活
資
金
の
増
加
と
な
る
の
で
あ
る
。

生
前
預
金
が
増
加
し
た
る
判
明
合
に
於
て
、

は
、
日
下
行
は
れ
つ
、
あ
ゐ
所
の
A

官
官
技
術
そ
の
と
と
は
、
生
前
資
材
の
生
活
を
増
加
ず
る
方
向
に
於
て
行
は
れ
つ
i
h

あ
る
の
で
は

そ
れ
が
政
府

生
前
資
材
が
岡
山
怖
に
附
加
す
る
な
ら
ば

浮
動
脈
買
力
と
左
る
と
と
は
在
い
。

然
る

な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
生
噴
出
を
縮
少
す
る
方
向
に
於
て
行
は
れ
つ

L
あ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
ゑ
肉
、
企
業
整
備
資
金
は
、

円
支
出
に
か
L

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
巧
妙
な
る
措
置
に
上
っ
て
、
そ
の
資
金
が
企
業
整
備
に
用
ゐ
ら
る
L

の
そ
の
と
き
に
於



で
、
直
ち
陀
浮
動
牒
買
力
・
と
た
り
で
、
例
へ
ぽ
株
式
内
淘
沫
的
好
呆
気
を
惹
骨
起
十
ム
」
い
ふ
が
如
き
事
態
k
f
惹
き
超
ず

E
K
は
、
能

〈
、
と
れ
を
迦
け
得
る
と
と
t
A

は
た
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
ぞ
れ
が
閣
伎
の
消
化
に
克
て
ち
る
正
も
の
を
除
い
て
は
、
徐
々
に
、

浮

動
腕
民
力
と
化
ず
る
こ
と
を
防
ぐ
己
と
を
得
た
い
の
で
あ
る
。

九

む

す

び

こ
れ
を
要
ナ
3
に
、
企
業
整
備
資
金
に
開
ず
る
隈
り
に
於
て
は
、
民
間
支
排
の
資
金
は
如
何
た
る
経
路
に
於
て
調
達
せ
ら
れ
る
と

も
、
間
々
の
金
融
機
闘
に
於
て
ば
金
ま
た
は
信
託
資
令
一
の
府
加
を
来
し
む
凡
る
と
き
は
、
そ
の
一
定
叩
分
が
岡
山
の
保
有
と
な
る
に
よ

り
.
生
活
資
金
ゆ
減
巾
J

を
来
す
こ
と
L

な
る
け
れ
ど
も
、
政
府
支
併
の
資
金
は
、
岡
伎
の
克
入
に
芳
首
せ
ら
れ
た
石
以
外
の
も
の
は
、

結
局
に
於
て
、
生
前
資
金
の
哨
加
と
な
る
を
川
崎
け
る
己
と
が
出
来
た
い
。
天
よ
り
降
れ
る
雨
は
、
地
上
白
水
の
増
加
と
な
り
、
水
蒸

気
と
な
っ
て
叉
に
港
ち
ぎ
る
限
り
は
、
如
何
に
鈍
綜
複
雑
な
る
経
践
を
辿
る
と
も
、
結
局
は
海
に
流
れ
込
む
の
で
あ
る
。
政
府
資
金

の
支
抑
は
、
民
間
資
金
の
増
加
を
来
し
、
そ
れ
が
珂
業
的
に
前
到
す
る
の
桜
相
が
如
何
に
錯
綜
複
雑
な
る
に
し
て
も
、
結
局
は
、
紛

料
情
円
貨
に
分
解
し
、
個
人
的
た
る
生
活
資
金
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

と
れ
を
し
て
、

生
活
資
金
と
左
る
こ
と
を
防
が
ん
と
せ
ば
、

然
か
な
る
に
止
立
っ
て
、
と
れ
を
政
府
に
吸
牧
ず
る
の
外
は
左
い
。
相
役
、
間
四
位
、
官
業
牧
入
等
が
、
モ
の
吸
牧
の
方
法
で
あ
る
。

一
円
一
、
生
市
資
金
と
た
る
上
は
、
生
前
資
材
が
と
れ
に
景
的
に
封
臨
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

己
の
資
金
は
浮
動
腕
武
力
と
な
っ
て
、

ル
ー
祈
資
材
の
叶
肌
は
ね
に
、
激
し
〈
競
合
す
る
の
様
相

E
果
ず
る
己
と
L

な
る
は
売
れ
ざ
る
所
で
あ
る
。
ー
ー
一
九
・
一
・
一
凡
11111

企
業
整
備
資
金
の
措
泣
と
そ
の
浮
到
酷
買
力
化
の
防
止

ーノ、




